
平
成
三
十
年
二
月
二
日
提
出

質

問

第

四

七

号

公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
三
の
「
寄
付
の
禁
止
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

大

西

健

介
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公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
三
の
「
寄
付
の
禁
止
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
三
は
「
公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含

む
。
）
が
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
で
あ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
又
は
団
体
は
、
当
該
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
選
挙

の
行
わ
れ
る
区
域
）
内
に
あ
る
者
に
対
し
、
い
か
な
る
名
義
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
を
表
示
し
又
は

こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
で
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る
が
、

一

一
般
論
と
し
て
、
国
会
議
員
の
秘
書
が
選
挙
区
内
の
有
権
者
に
対
し
寄
附
を
行
い
、
寄
附
を
受
け
た
者
が
氏
名
ま
で
は
し

ら
な
く
て
も
、
当
該
国
会
議
員
の
秘
書
で
あ
る
こ
と
を
分
か
っ
て
い
る
場
合
は
、
同
条
に
言
う
「
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う

な
方
法
」
に
当
た
る
と
言
え
る
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

一
般
論
と
し
て
、
国
会
議
員
本
人
が
氏
名
を
記
さ
ず
、
ま
た
、
特
に
名
乗
る
こ
と
な
く
、
選
挙
区
内
の
有
権
者
に
対
し
直

接
、
寄
附
を
行
っ
た
場
合
は
、
同
条
に
言
う
「
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
」
に
当
た
る
と
言
え
る
か
。
政
府
の
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。

三

仮
に
、
政
党
支
部
の
職
員
又
は
秘
書
が
、
国
会
議
員
の
氏
名
の
表
示
の
な
い
政
党
支
部
か
ら
の
寄
附
を
持
参
す
る
こ
と

は
、
直
ち
に
「
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
方
法
」
に
よ
る
も
の
と
言
え
な
い
と
す
れ
ば
、
政
党
総
支
部
長
た
る
国
会
議
員
は
、
氏

一



名
の
表
示
が
な
け
れ
ば
金
品
を
有
権
者
に
自
由
に
寄
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
、
公
職
選
挙
法
が
寄
附

の
禁
止
を
定
め
た
お
金
の
か
か
ら
な
い
政
治
・
選
挙
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
法
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


